
　※　書類搬送は、申請者にて行ってください。

①【市役所土木管財課へ提出】
　　申請書は、法定外公共物占用申請及び施行承認申請書のこと
　　※　道路使用許可申請書を忘れずお持ちください　⇒⇒

②【申請書の審査】
道路使用許可申請書は、窓口にて経由印を押印後、警察へ提出

←経由印

市で経由した道路使用許可申請書
の提出

③【許可書の発行　　約10分程度】
　警察署からの許可書を市役所へ持参下さい

道路使用許可書の受取り

④工事着手

占用許可申請及び施行承認申請の流れについて

【法定外公共物】

八尾警察署

市役所

道路法や河川法などの公物管理法の適用又は準用がされ
ていない公共物で、具体的には里道・水路などのことです。

道路使用許可申請書（副）

道路使用許可申請書（正）

申請書（副）

申請書（正）

道路使用許可申請書（副）

警察許可書

道路使用許可申請書（副）

申請書（副）

許可書

道路使用許可申請書（副）

道路使用許可申請書（正）

審

市 許可書

即日 発行

法定外公共物占用申請有り

道路使用許可を土木管財課に提出すること。

警察

審査

経由印

来庁回数

市役所 ２回

警察署 ２回

お問い合わせ

土木管財課

℡072-924-8552

八尾警察署

℡072-992-1234


